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【 提 案 に 向 け た 事 前 調 整 】 

① 計画提案に係る事前相談の実施 

② 計画提案者の協力に基づき計画提案者・市・県及び関係行政機関との事前調整

③ 計画提案者から提案内容の地権者及び周辺住民への説明及び理解 
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○ 都市計画決定を行わない場合
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県知事との協議（同意）
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めます。 
市都市計画審議会幹事会の議を経て市長が判断します。 

・下記の基準をもとに、判断します。 

① 都市計画に関する基準に適合していること。 

② 市のまちづくりに関する方針に適合していること。 

③ 周辺環境への環境に配慮されていること。 

④ 地権者及び周辺住民等への十分な説明、理解が得られていること。
関係機関との調整
公聴会・説明会等の開催
都市計画決定
おける提案制度の適正かつ

。 


